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＜⾏動計画＞
１ 医療活動
(1) 応急医療体制の確⽴（医療本部、消防本部）

ア 震度５弱若しくは５強の地震の発⽣⼜は市⻑からの指⽰があった場合
本市域で震度５弱若しくは５強の地震が発⽣した場合、⼜は市⻑から指⽰があった場合には、
 医療本部は、以下の⽅法によって市内の傷病者発⽣状況や医療機関の被災状況を速やかに把握・ 
 推測し、必要に応じて、担当職員に被害が甚⼤な地域における医療救護所の開設を指⽰する。

イ 震度６弱以上の地震が発⽣した場合
 本市域で震度６弱の地震が発生した場合は、医療本部の指示により、6 箇所の医療救護所を開設
 するものとし、医療救護所の開設担当職員は、直ちにあらかじめ定められた医療救護所に参集・
 配置し、医療救護所の開設に努めるものとする。
 なお、震度6強以上の地震の際は、医療救護所を⾃動開設する。 

(2) 医療活動（医療本部、消防本部、関係機関）
 医療救護所における負傷者のトリアージ、応急処置及び助産は「災害時等の医療救護活動に

ついての協定書」等に基づいて、⼀般社団法⼈市川市医師会、⼀般社団法⼈市川市⻭科医師会、
⼀般社団法⼈市川市薬剤師会、公益社団法⼈千葉県柔道整復師会市川・浦安⽀部の医師、⻭科
医師、薬剤師、 柔道整復師からなる救護班が実施する。
ア  医療救護所の現場責任者は本市にあるが、現場指揮は原則として医師会の医師が統括する。

市川市地域防災計画（震災編）より抜粋



「医療救護所」



① ② ③

④

⑤

⑥

① 国府台・北国分地区
国立国府台医療センター

菅野・八幡・曽谷地区
東京歯科大学市川総合病院

(災害拠点病院)

②

北方・大野・大町地区
大野中央病院

③

大洲・大和田・高谷地区
大洲防災公園

④
妙典・富浜・本行徳地区

行徳総合病院
⑤

南行徳・相之川・塩浜地区
東京ベイ浦安市川医療センター

(災害拠点病院)

⑥

市川市 医療救護所①

②

③

④

⑤



⼤規模災害時、
医療は医療救護所で

⾏います

Take-home message

市内で震度６弱以上の地震が発⽣したと
きは、「医療救護所」を開設します。




